
修成建設専門学校
日本学生支援機構 給付奨学金採用候補者

《入学前》自宅外通学月額支給の手続きについて

➤入学前手続きの対象要件①

➤入学前手続きの対象要件②

貸与奨学金（第一種・第二種）のみが
採用候補の方は、自宅外通学であって
もこの手続きは対象とはなりません。
（入学前に限らず入学後も同様）

下記期限までに自宅外通
学における証明書類（賃
貸借契約書の写し等）を
提出できる

下記期限までに証明書類
の提出が間に合わない

下記期限までに必要書類
を修成建設専門学校へ郵
送してください。

入学後4月に申請してくだ
さい。
（予約採用説明会終了後
に奨学金担当へ提出して
ください）

➤提出書類 2026年3月12日（木）必着

提出先
〒555-0032
大阪市西淀川区大和田5-19-30
修成建設専門学校 学生支援係 宛

①「自宅外通学申請届」（給付様式35）

②自宅外通学を証明する書類の写し

・ご自身でプリントアウトしてください（修成から郵送はしません）
・学校への提出日～自宅外要件まですべて記入してください。
・奨学生番号欄と進学届入力日欄は空白のままにしてください
・対象区分（A～G）は「対象区分・必要証明書類確認チャート」
を確認してください

・キャンパス所在地：〒555-0032 大阪市西淀川区大和田5-19-30

「対象区分・必要証明書類確認チャート」を確認
してください

（例）賃貸借契約書の写しの場合のコピーが必要なところ
・賃貸借契約の締結 ・契約期間 ・借主および貸主 ・家賃 ・物件の所在地
・入居者（借主が学生本人であれば入居者欄に記載がなくても可）

㊟重要事項説明書、家賃の保証委託契約書、
火災・家財等の保険契約書は不可。

今回申請できるのは、期限までに上記提出物①②の両方を不備なく提出できる方に限ります。
期限までに賃貸借契約書が整わない場合などは、入学後に申請してください。

2026年2月17日

給付奨学金は自宅通学と自宅外通学とでは月額が異なります。
自宅外通学の申請を行い、JASSOの審査が通った場合、自宅外通学の月額に変更となります。

個人間契約等の場合（親戚宅等から通学）、申請前に奨学金担当まで連絡してください。
（平日8：40～16：30） 担当：学生支援係 田所・冨永

自宅通学

親元から通学
→ 自宅外通学の申請対象外

給付奨学金支援区分

→

第Ⅰ区分・第Ⅱ区分・第Ⅲ区分

第Ⅰ区分（多子世帯）・第Ⅱ区分（多子世帯）

第Ⅲ区分（多子世帯）・第Ⅳ区分（多子世帯）

→ 申請可能

→ 多子世帯 →
給付奨学金と同時に第一種奨学金が採用候補となっている

場合のみ申請可能

→ 第Ⅳ区分（理工農） → 修成に入学してからの申請受付（4月に申請すること）

給

付

奨

学

金

が

　

　

　

　

　

採

用

候

補

自宅外通学

親元から離れて通学

支援区分により
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